
京 都 大 学 事 務 組 織 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（事務本部） 

第４条 事務本部に、別表１左欄に掲げる部及び監

査担当事務室を置き、部に同表右欄に掲げる課又

は室を置く。 

２ 前項の部に部長を、課に課長を、室に室長を置

く。 

３ （略） 

 （共通事務部） 

第５条 別表２第３欄に掲げる部局に係る共通の

事務を処理させるため、同表第１欄に掲げる共通

事務部を置き、共通事務部に同表第２欄に掲げる

課又はセンターを置く。 

２ 前項の共通事務部に部長を、課に課長を、セン

ターにセンター長を置く。 

３ （略） 

（部局事務部等） 

第６条 別表２第３欄に掲げる部局の事務を処理

させるため、同表第４欄に掲げる部局事務部又は

部局事務室を置き、部局事務部に同表第５欄に掲

げる課又は室を置く。 

２ 前項の部局事務部に事務長（医学部附属病院事

務部及び附属図書館事務部にあっては部長。以下

同じ。）を置き、課に課長を、室に室長を置く。 

 

３ 前項に定めるもののほか、部局事務部に副事務

長（医学部附属病院事務部及び附属図書館事務部

にあっては副事務部長。以下同じ。）を置くこと

ができる。 

４ （略） 

第７条 第５条第２項の部長、課長又はセンター長

と、前条第２項の事務長、課長若しくは室長、同

条第３項の副事務長又は同条第４項の事務室長

は同一人が兼ねることができる。 

 （中 略） 

（職責） 

第１０条 事務本部に置く部の部長及び監査担当

事務室長は、総長及び担当理事又は副学長の監督

の下に部及び監査担当事務室の事務を掌理し、共

通事務部の部長は、別表２第３欄に掲げる部局の

長の監督の下に共通事務部の事務を掌理し、部局

事務部及び部局事務室の長は、当該部局の長の監

督の下に当該事務組織の事務を掌理する。 

 

２ 次長は、当該部長の職務を助け、当該事務組織

の業務を整理する。 

３～６ （略） 

 

（事務本部） 

第４条 事務本部に、別表１左欄に掲げる部、プロ

ボストオフィス及び監査担当事務室を置き、部に

同表右欄に掲げる課又は室を置く。 

２ 前項の部に部長を、課に課長を、プロボストオ

フィス及び室に室長を置く。 

３ （同 左） 

（共通事務部） 

第５条 （同 左） 

 

 

 

２ 前項の共通事務部に事務部長を、課に課長を、

センターにセンター長を置く。 

３ （同 左） 

（部局事務部等） 

第６条 （同 左） 

 

 

 

２ 前項の部局事務部に事務長（医学研究科事務部、

医学部附属病院事務部及び附属図書館事務部にあ

っては事務部長。以下同じ。）を置き、課に課長

を、室に室長を置く。 

３ 前項に定めるもののほか、部局事務部に副事務

長（医学研究科事務部、医学部附属病院事務部及

び附属図書館事務部にあっては副事務部長。以下

同じ。）を置くことができる。 

４ （同 左） 

第７条 第５条第２項の事務部長、課長又はセンタ

ー長と、前条第２項の事務長、課長若しくは室長、

同条第３項の副事務長又は同条第４項の事務室

長は同一人が兼ねることができる。 

 

（職責） 

第１０条 事務本部に置く部の部長、プロボストオ

フィス室長及び監査担当事務室長は、総長及び担

当理事又は副学長の監督の下に部、プロボストオ

フィス及び監査担当事務室の事務を掌理し、共通

事務部の事務部長は、別表２第３欄に掲げる部局

の長の監督の下に共通事務部の事務を掌理し、部

局事務部及び部局事務室の長は、当該部局の長の

監督の下に当該事務組織の事務を掌理する。 

２ 次長は、当該部長又は事務部長の職務を助け、

当該事務組織の業務を整理する。 

３～６ （同 左） 



改   正   前 改   正   後 

７ 専門員は、当該部長、課長等、事務長等又は事

務室長（以下「部長等」という。）の定めるとこ

ろにより、特定の専門的事項を分掌する。 

 

８～１０ （略） 

 （中 略） 

（事務本部の所掌事務等） 

第１１条 事務本部に置く課及び室における所掌

事務及びその分掌は、総長が別に定める。 

 

（共通事務部の所掌事務等） 

第１２条 共通事務部における所掌事務及びその

分掌は、部局の事務については別表２第３欄に掲

げる部局の長及び同表第４欄に掲げる部局事務

部及び部局事務室の長と、学系又は学域の事務に

ついては当該関係学系又は学域の長並びに当該

学系又は学域の事務を処理する部局事務部及び

部局事務室の長と協議等のうえ当該共通事務部

の部長が定めるものとする。 

（部局事務部の所掌事務等） 

第１３条 部局事務部又は部局事務室における所

掌事務及びその分掌は、部局の事務については当

該部局事務部又は部局事務室が事務を所掌する

部局の長が、学系又は学域の事務については当該

関係学系又は学域の長並びに当該学系又は学域

の事務を処理する共通事務部の長と協議等のう

え当該部局事務部又は部局事務室の長が定める。

ただし、部局の事務について、別表２第３欄に複

数の部局が掲げられている部局事務部にあって

は当該関係部局長と協議等のうえ定めるものと

する。 

 （中 略） 

 

 

 

 

 

別表１（第４条関係） 

部・室 課・室 

（略） 

研究推進部 研究推進課 

産官学連携課 

監査担当事務室 ― 

 

 

 

 

７ 専門員は、当該部長、事務部長、課長等、事務

長等又は事務室長（以下「部長等」という。）の

定めるところにより、特定の専門的事項を分掌す

る。 

８～１０ （同 左） 

 

（事務本部の所掌事務等） 

第１１条 事務本部に置く課、プロボストオフィ

ス及び室における所掌事務及びその分掌は、総

長が別に定める。 

（共通事務部の所掌事務等） 

第１２条 共通事務部における所掌事務及びその

分掌は、部局の事務については別表２第３欄に掲

げる部局の長及び同表第４欄に掲げる部局事務

部及び部局事務室の長と、学系又は学域の事務に

ついては当該関係学系又は学域の長並びに当該

学系又は学域の事務を処理する部局事務部及び

部局事務室の長と協議等のうえ当該共通事務部

の事務部長が定めるものとする。 

（部局事務部の所掌事務等） 

第１３条 部局事務部又は部局事務室における所

掌事務及びその分掌は、部局の事務については当

該部局事務部又は部局事務室が事務を所掌する

部局の長が、学系又は学域の事務については当該

関係学系又は学域の長並びに当該学系又は学域

の事務を処理する共通事務部の事務部長と協議

等のうえ当該部局事務部又は部局事務室の長が

定める。ただし、部局の事務について、別表２第

３欄に複数の部局が掲げられている部局事務部

にあっては当該関係部局長と協議等のうえ定め

るものとする。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

 

 

別表１（第４条関係） 

部・室 課・室 

（同 左） 

研究推進部 研究推進課 

産官学連携課 

プロボストオフィス ― 

監査担当事務室 ― 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

別表２（第５条及び第６条関係） 

１  共

通事務

部 

２ 

課・セ

ンター 

３ 部局 ４ 部局事

務部・事務

室 

５ 課・室 

（略） 

医学・病

院構内

共通事

務部 

経理・

研究 

協力課 

医学研究科 

 

 

医学研究科

事務部 

― 

医学部附属

病院 

医学部附属

病院事務部 

（略） 

 

放射性生物

研究センタ

ー 

放射性生物

研究センタ

ー事務部 

― 

（略） 

 

 

別表３（第８条関係） 

１ 組織 ２ 特命事項 ３  設置

組織・職 

４  必要

事項を定

める者 

総務部  

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護及

び情報公開に係

る事務に関し、法

務室長を助け、及

び管理すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務室情

報公開主

幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部法

務室長 

（略） 

（略） 

本 部 構 内

（文系）共

通事務部 

当該構内におけ

る図書事務の改

革について、当該

共通事務部長を

助け、及び整理す

ること。 

図書担当

課長 

本部構内

（文系）共

通事務部

長 

医学研究科

事務部 

医学研究科にお

ける教育改革に

ついて、医学研究

科事務長を助け、

及び整理するこ

と。 

医学研究

科副事務

長（教育改

革担当） 

医学研究

科事務長 

高等研究院 （略） 

別表２（第５条及び第６条関係） 

１  共

通 事 務

部 

２ 

課・セ

ンター 

３ 部局 ４ 部局事

務部・事務

室 

５ 課・室 

（同 左） 

医学・病

院 構 内

共 通 事

務部 

経理・

研究 

協力課 

医学研究科 医学研究科

事務部 

 

総務企画課 

教務課 

医学部附属

病院 

医学部附属

病院事務部 

（同 左） 

放射線生物

研究センタ

ー 

放射線生物

研究センタ

ー事務部 

― 

（同 左） 

 

 

別表３（第８条関係） 

１ 組織 ２ 特命事項 ３  設置

組織・職 

４  必要

事項を定

める者 

総務部 リスクの分析及

び管理並びに危

機管理関係規則、

行動計画等の策

定に係る事務に

関し、総務部長を

助け、及び管理す

ること。 

企画管理

主幹 

総務部長 

個人情報保護及

び情報公開に係

る事務に関し、法

務室長を助け、及

び管理すること。 

法務室情

報公開主

幹 

総務部法

務室長 

（同 左） 

（同 左） 

本 部 構 内

（文系）共

通事務部 

当該構内におけ

る図書事務の改

革について、当該

共通事務部長を

助け、及び整理す

ること。 

 

 

 

 

 

 

図書担当

課長 

本部構内

（文系）共

通事務部

長 

高等研究院 （同 左） 



改   正   前 改   正   後 

別表４（第９条関係） 

事務組織 

設置組織・職 

課長補佐、

室長補佐、

又はセンタ

ー長補佐 

事

務

長

補

佐 

専

門

員 

掛

及

び

掛

長 

専

門

職

員 

主

任 

（略） 

第４条から

第６条に定

める課、室

及びセンタ

ー 

〇  〇 〇 〇 〇 

 

 

別表５（第１４条関係） （略） 

 

別表４（第９条関係） 

事務組織 

設置組織・職 

課長補佐、

室長補佐、

又はセンタ

ー長補佐 

事

務

長

補

佐 

専

門

員 

掛

及

び

掛

長 

専

門

職

員 

主

任 

（同 左） 

プロボスト

オフィス並

びに第４条

から第６条

に 定 め る

課、室及び

センター 

〇  〇 〇 〇 〇 

 

 

別表５（第１４条関係） （同 左） 

 


